
※1申告が必要な場合の例

・　扶養親族になっているかたのうち所得金額記載（無収入含む）の非課税証明書が必要なかた

・　各種行政サービス等を受けるにあたり申告が必要なかた

　　例１：国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者、児童手当等受給者で申告が必要なかた

　　例２：保育所等を含む公的機関や金融機関等から申告をするように言われたかた

　　例３：税法上の扶養親族になっているが、扶養者が市外在住のかた（例：単身赴任中の配偶者に扶養されている妻など）

申告フローチャート 申告が必要か確認しましょう（簡単な目安ですので、当てはまらない場合があります）

令和８年１月１日現在、

川口市に住民票がある
川口市への申告は不要です

令和８年１月１日現在居住の市区町村に申告してくださいいいえ

はい

令和７年１月から１２月までに収入(所得)があった 申告が必要な場合があります※1
いいえ

はい

税務署に確定申告書を提出する
市民税・県民税申告は不要です

はい

いいえ

給与・年金以外に所得があった 市民税・県民税申告をしてください

※ほかの所得が20万円を超える場合は確定申告が必要ですはい

いいえ

源泉徴収票に記載されていない控除の適用を受ける

または源泉徴収票の記載内容に変更がある はい

市民税・県民税の申告をしてください

いいえ
市民税・県民税の申告は不要です・所得税の還付を受ける場合は、確定申告書を税務署へ提出してください。

・申告書（確定申告、市民税・県民税申告）を提出した場合は、

ふるさと納税ワンストップ特例制度は無効になります。


